
 

「経済産業省所管事業分野における第一種使用等に係る手引き及び注意事項案」及び「遺伝子

組換え真核微細藻類の第一種（開放系）使用に係る生物多様性影響評価書作成ガイダンス案」に

対する意見募集の結果について 

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ２ 日 

経 済 産 業 省 

     商 務 ・ サ ー ビ ス グ ル ー プ 

           生 物 化 学 産 業 課 

 

 

 令和６年５月１０日から令和６年６月９日の間、「経済産業省所管事業分野における第

一種使用等に係る手引き及び注意事項案」及び「遺伝子組換え真核微細藻類の第一種（開放系）

使用に係る生物多様性影響評価書作成ガイダンス案」に対する意見募集を行ったところ、結果

概要を以下のとおり公表します。 

 

１．意見募集の方法 

（１） 実施期間：令和６年５月１０日（金）～令和６年６月９日（日） 

（２） 告知方法：電子政府窓口（ｅ－Ｇｏｖ）における掲載 

（３） 意見提出の方法：ｅ－Ｇｏｖ、郵送 

 

２．意見募集結果 

意見提出件数：３件 

 

３．提出いただいた意見の概要及び当省の考え方 

 別添のとおり 

 

４．本件に関する問い合わせ先 

 経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課生物多様性・生物兵器対策室 

 電話：０３－３５０１－１５１１（代表） 

   



 

（別添） 

提出いただいた意見の概要及び当省の考え方 

 

令和６年７月２日 

経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課 

 

提出いただいた意見の概要 当省の考え方 

マニュアルについて 

・８ページの６行目「原則として」と「す

べて」とは相反するので、どちらかを削除

したほうがよい。 

・３ページの７行目「法第二条」は「同法

第２条」のほうがよい。 

・５ページの３行目の略称の定義は３ペー

ジの初種箇所に記載したほうがよい。 

・２１ページの２行目の枠線内の２行目

「以下」は「以下、」のほうがよい。 

・７ページの３１行目「法」は「カタルヘ

ナ法」のほうがよい。 

・１１ページの９行目「事務所」は「事務

所の所在地」のほうがよい。 

・１１ページ１８行目「括弧」と、同２５

行目「かっこ」とは、どちらかに字句を統

一したほうがよい。 

・６ページの２２行目「メール」は「電子

メール」のほうがよい。 

・３２ページの１２行目「電子メール」の

アドレスは？ 

・３２ページの１３行「又は」： 経産省

と環境省の両者に連絡する必要はないとい

う理解でよろしいか？ 

・３２ページの１３行目「経済産業省生物

多様性・生物兵器対策室」： 同室が所属

するグループ名、課名を言わなくても代表

の電話交換手はわかるのか？ 

 

ご意見ありがとうございした。 

ご指摘を踏まえマニュアル（案）の記載

を再確認の上、必要な箇所については修正

しました。 

・「遺伝子組換え生物等を遺伝子組換え生

物等の使用等の規制による法律」にかかる

表記については、初出箇所にて法律番号を

明示すると共に、引用記載の箇所を除き、

「カルタヘナ法」に統一しました。 

・遺伝子組換え農作物を使用等するに当た

っては、遺伝子組換え生物等の使用等の規

制による生物の多様性の確保に関する法施

行規則 （平成１５年財務・文部科学・厚

生労働・農林水産・経済産業・環境省令第

１号）の第４０条第２項において、届出を

する者の行う事業を所管する大臣若しくは

当該遺伝子組換え生物等である物の生産若

しくは流通を所管する大臣又は環境大臣に

届け出ることと規定されており、両省に届

け出る必要はありません。 

 



 

提出いただいた意見の概要 当省の考え方 

以下、意見を行う。 

 

・該当箇所 

経済産業省所管事業分野における第一種

使用等に係る手引き及び注意事項（マニュ

アル）案 

全体（特にその様式） 

 

・意見内容 

申請等について、申請者等が法人の場合

は、法人番号の提出も行わせるようにされ

たい。 

様式について、法人番号の記載欄を設け

るようにされたい。 

 

・理由 

その方が行政の能率及び公正性の向上に

資するので。（経済産業省以外の行政機関

についても参照する可能性があるのである

し、法人番号によって法人の一意な特定

（銀行や学校法人と異なり、同名・同区域

の場合も含めて非常に多くの数が存在する

会社法人等も行うような手続の場合、識別

のために一意に特定が行える番号が付され

ている事は重要性がある。）が容易に行え

るようにしておく方が能率が高いはずであ

る。また、法人番号が付されている場合、

必ず存在する法人についての手続である事

が確定されるものである等の公正性に関す

るメリットが生じるが、それは公正性の向

上に資するものである。） 

ご意見ありがとうございました。 

様式については遺伝子組換え生物等の使

用等の規制による生物の多様性の確保に関

する法律施行規則 （平成１５年財務・文

部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・

環境省令第１号）の様式第１として定めら

れたものをそのまま用いております。いた

だいた御意見は今後の検討に当たり参考と

させていただきます。 

人口削減、人体実験反対！表向きばかり

国民を 1番に考えてる風を装っているが、

これは人体実験の何物でもない。遺伝子組

み換えは日本でしか行われていない。日本

ご意見ありがとうございました。 



 

提出いただいた意見の概要 当省の考え方 

国民を馬鹿にしないで頂きたい。自民党は

要らない。 

 


